
 

《入会のコメント・メッセージ》  

諾   

 

  特定非営利活動法人 

     青少年の自立を支える福岡の会  

 

入   会   申   込   書  

 

     私は、この法人の設立趣旨、目的に賛同し、  

     

       １ 正会員  （定款第 6 条第 1 項会員） 

  

       ２ 賛助会員（定款第 6 条第 2 項会員） 

 

    として、入会いたします。（上記、１，２いずれかを  ○で囲ってください。） 

 

 

 

   特定非営利活動法人  

   青少年の自立を支える福岡の会  

                理事長    宛 

 

申込年月日：平成  年  月  日 

 

 

氏名：                   

（勤務先：                ） 

 

        〒   - 

              住所： 

        又は、勤務先住所：                    

                     

            電話番号:     －     － 

           Fax 〃 ： 

           E ﾒｰﾙ   ： 

   

 



  

特定非営利活動法人  青少年の自立を支える福岡の会  

 入  会  の お 願  い 

「特定非営利活動法人  青少年の自立を支える福岡の会」は、家庭の支えが乏しい青少年の自

立のために、福岡市では初めての『自立援助ホーム』を開設、運営するとともに、青少年の

自立に向けての相談･支援活動等を通して、より良い市民参加型の援助システムを研究し、発

信していくことを目的に、平成 19 年９月に発会しました。  

発会にあたり、『自立援助ホーム』は、利用する青少年の福祉向上に寄与する永続性のある

事業であり、法的な位置づけを明確にするため、また、援助システムの研究は、広く関係者

や市民の皆さんにも参画いただく公益性の高い事業であることなどから、この会を特定非営

利活動法人（ＮＰＯ法人）として展開していくことといたしました。  

当会は、平成 20 年１月 22 日にＮＰＯ法人として法人登記を済ませ、平成 20 年７月１

日に、自立援助ホーム『かんらん舎』の運営を開始し、さらに平成 23 年７月～平成 27 年

３月までは居場所を無くした青少年の相談支援策として『青少年自立支援室いっしょ☆ふ

くおか』の運営をおこないました。これまでの運営を通して、福岡市の２つ目の援助ホー

ム『結ホーム』を平成 27 年 11 月より開設しております。  

社会的養護の必要な青少年やその周辺で自立を前にして呻吟している子どもたちへの理解

を深め、支援の方策などを考えていくためには、多くの皆様の会活動への参加を願っていま

す。  

ぜひ、会の設立趣旨や目的を知っていただき、会員として入会していただきますよう宜し

くお願いいたします。  

 

平成 28 年 1 月  

             特定非営利活動法人  青少年の自立を支える福岡の会  

理事長  平原 義行     

                記  

        

１．会員の種類  

 (1)  正会員・・・・この会（法人）の目的に賛同し、運営に携わる個人又は団体  

 (2)  賛助会員・・・この会（法人）の目的に賛同し、資金提供をする個人又は団体  

 

２．年会費  （平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで  以後毎年更新）  

(1) 正会員  個人 一口 ５，０００円  団体 一口 ３０，０００円  

(2) 賛助会員 個人 一口 ３，０００円    団体 一口 １０，０００円  

  その他、金品の寄付も募っています。よろしくお願いいたします。 

 

３．入会申し込み  

  別紙、「入会申込書」を事務局に、ご提出ください。＊Fax にて返信でもかまいません  

 

４．事務局 〒814-0144 福岡市城南区梅林１丁目１－２１  

                （特活）青少年の自立を支える福岡の会  かんらん舎  

                     Tel．092-405-7808  Fax．092-400-7678 

                     e‐mail kanransya@nifty.com  

《参考》  自立援助ホームとは、・・・  

児童養護施設を退所したり、何らかの事情で家庭に居場所がなかったりして、就労による  

自立を望んでも、人間関係や社会適応につまずき、職場定着や生計維持が難しい概ね１５歳  

～２０歳の青少年に、①住居を提供しながら、②相談その他日常生活上の援助、③生活指導、  

④就労の支援などを行う、自立の準備のための食事つきホーム（ 6～ 20 人）。  

全国に 118 ヵ所あり (H.27.12.1 現在 )、利用者は、食費や光熱水費等を自己負担する。  

 

mailto:kanransya@nifty.com

